
［お問い合わせ先］（１の事業）経営局保険課 （03-6744-2175）
（２の事業）経営局保険監理官（03-3591-5009）

13 農業共済関係事業 【平成31年度予算概算要求額 85,023（86,950）百万円】

＜対策のポイント＞
農業者が台⾵や冷害などの⾃然災害等によって受ける損失を補てんする農業共済事業を実施します。
＜政策⽬標＞
共済⾦の早期⽀払を通じた被災農業者の経営の安定を確保するため、次の割合を100％とします。
○⽔稲及び⻨は共済⾦が年内に⽀払われる農業者数の割合
○その他の品⽬（果樹、畑作物等）は共済⾦の⽀払に係る国などの事務を30⽇以内に実施する割合

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．共済掛⾦国庫負担⾦ 50,110（50,110）百万円
○ 農業者が⽀払うべき共済掛⾦の約１／２を国庫が負担します。

２．農業共済事業事務費負担⾦ 34,479（36,404）百万円
○ 農業共済事業の実務を担う農業共済団体に対し、事業運営に係る基幹的経
費（⼈件費、旅費等）を負担します。

共済事業

共済事業 対象品⽬等
農作物共済 ⽔稲、陸稲、⻨
家畜共済 ⽜、⾺、豚

果樹共済
うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ、りんご、
ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、
キウイフルーツ、パインアップル

畑作物共済 ばれいしょ、⼤⾖、⼩⾖、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、そば、
スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭

園芸施設共済 園芸施設（附帯施設、施設内農作物を含む）

被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじ
め掛⾦を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発⽣した場合にはその共同
準備財産から共済⾦を⽀払います。

制度の仕組み

【農作物共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済】
⾵⽔害、⼲害、冷害、雪害、その他気象上の原因（地震、噴⽕を含む。）に
よる災害、⽕災、病⾍害、⿃獣害 等

【家畜共済】
家畜の死亡、廃⽤、疾病、傷害

対象事故
国 農業共済団体等

＜事業の流れ＞
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